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6 2024（令和6年）

日本標準産業分類の改定
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6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
21日・春分の日

国　税／5月分源泉所得税の納付�
� 6月10日
国　税／所得税の予定納税額の通知�
� 6月15日
国　税／�4月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）�7月1日
国　税／10月決算法人の中間申告�
� 7月1日
国　税／�7月、10月、1月決算法人

の消費税等の中間申告�
（年3回の場合）� 7月1日

地方税／�個人の道府県民税・都民税
及び市町村民税・特別区民
税の納付（第1期分）� �
� 市区町村の条例で定める日

労　務／�健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届� �
� 支払後5日以内

労　務／�児童手当現況届（市区町村
役場から通知が届いた場合）�
� 7月1日

　総務省が定める、統計の相互比較性と利用の向上を図る目的で
設定された統計基準。税制でも非上場株式の株価計算や消費税の
簡易課税制度などの業種判定で利用されるもので、今年4月から
業種の細分類項目に「食料品スーパーマーケット」や「介護医療院」
を新設するなどの改定が行われています。
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一
般
的
に
役
員
給
与
と
は
、
毎
月

の
役
員
報
酬
や
、
ボ
ー
ナ
ス
と
し
て

支
払
わ
れ
る
役
員
賞
与
な
ど
を
言
い

ま
す
。

　

役
員
と
は
、
従
業
員
と
し
て
業
務

に
従
事
す
る
人
で
は
な
く
、
会
社
の

経
営
側
の
立
場
に
い
る
人
を
指
し
ま

す
。
社
内
・
社
外
を
問
わ
ず
役
員
に

支
給
さ
れ
る
報
酬
な
ど
は
役
員
給
与

に
該
当
し
ま
す
。

　

従
業
員
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
給

与
と
異
な
り
、
役
員
の
報
酬
や
賞
与

の
損
金
算
入
に
は
様
々
な
要
件
が
付

さ
れ
て
い
て
、
税
務
調
査
に
お
い
て

要
件
不
備
を
指
摘
さ
れ
損
金
算
入
を

否
認
さ
れ
る
な
ど
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る

こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
は
、
役
員
給
与
を
損
金
の
額

に
算
入
す
る
た
め
の
、
定
期
同
額
給

与
と
事
前
確
定
届
出
給
与
を
中
心
に

適
用
要
件
等
を
み
て
い
き
ま
す
。

１　

役
員
の
範
囲

　

法
人
税
法
で
は
、
次
の
⑴
と
⑵
に

該
当
す
る
者
を
役
員
と
す
る
旨
規
定

し
て
い
ま
す
。

⑴　

法
人
の
取
締
役
、
執
行
役
、
会

計
参
与
、
監
査
役
、
理
事
、
監
事

及
び
清
算
人

⑵　

⑴
以
外
の
者
で
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者

①　

法
人
の
使
用
人
以
外
の
者
で

そ
の
法
人
の
経
営
に
従
事
し
て

い
る
も
の

②　

同
族
会
社
の
使
用
人
の
う

ち
、
そ
の
会
社
の
株
主
グ
ル
ー

プ
を
そ
の
所
有
割
合
の
大
き
い

も
の
か
ら
順
に
並
べ
た
場
合
に

そ
の
使
用
人
が
所
有
割
合
50
％

を
超
え
る
第
一
順
位
の
株
主
グ

ル
ー
プ
に
属
す
る
な
ど
の
要
件

を
全
て
満
た
す
も
の
で
そ
の
会

社
の
経
営
に
従
事
し
て
い
る
も

の

２　

�

役
員
給
与
に
含
ま
れ
る

経
済
的
利
益

　

役
員
給
与
の
額
に
は
金
銭
に
よ
り

支
払
わ
れ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
次

の
経
済
的
利
益
等
も
含
ま
れ
ま
す
。

・　

役
員
に
贈
与
し
た
資
産

・　

時
価
よ
り
も
低
額
で
役
員
に
譲

渡
し
た
資
産
の
時
価
と
譲
渡
価
額

と
の
差
額

・　

役
員
へ
の
金
銭
の
無
利
息
貸
付

や
返
済
の
免
除

・　

役
員
の
家
賃
の
免
除
や
生
命
保

険
料
の
一
部
負
担

３　

損
金
算
入
が
可
能
な
役
員
給
与

　

役
員
給
与
は
、
定
め
ら
れ
た
要
件

を
満
た
せ
ば
損
金
算
入
が
可
能
で

す
。
役
員
給
与
の
種
類
と
損
金
算
入

の
適
用
要
件
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
っ
て
も
、
不
相
当
に
高
額
な
部

分
は
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
ま
せ

ん
。

⑴
　
定
期
同
額
給
与

　

定
期
同
額
給
与
は
、
毎
月
同
額
で

役
員
に
支
払
わ
れ
る
給
与
等
で
事
前

の
税
務
署
へ
の
届
け
出
は
不
要
で

す
。

　

従
業
員
で
あ
れ
ば
、
超
過
勤
務
手

当
の
よ
う
な
加
算
金
額
が
あ
り
ま
す

が
、
役
員
に
支
払
わ
れ
る
給
与
の
額

が
変
動
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
ポ
イ
ン
ト
】 �

　

法
人
税
法
上
、
定
期
同
額
給
与
と

し
て
認
め
ら
れ
る
役
員
給
与
の
変
更

（
増
額
又
は
減
額
）
が
行
え
る
の
は
、

原
則
と
し
て
、
事
業
年
度
開
始
の
日

か
ら
３
か
月
を
経
過
す
る
日
（
以
下

「
３
か
月
経
過
日
」
と
い
い
ま
す
。）

ま
で
の
間
で
す
。

　

ま
た
、そ
の
事
業
年
度
に
お
い
て
、

・　

そ
の
役
員
の
職
制
上
の
地
位
や

職
務
内
容
に
重
大
な
変
更
が
あ
っ

た
場
合
（
以
下
「
臨
時
改
定
事
由
」

と
い
い
ま
す
。）

・　

そ
の
法
人
の
経
営
状
況
が
著
し

く
悪
化
し
た
場
合
（
以
下
「
業
績

悪
化
改
定
事
由
」と
い
い
ま
す
。）

が
あ
れ
ば
、
３
か
月
経
過
日
を
過
ぎ

た
後
で
も
給
与
額
の
変
更
が
認
め
ら

れ
、
損
金
算
入
が
可
能
で
す
。

⑵
　
事
前
確
定
届
出
給
与

　

事
前
確
定
届
出
給
与
は
、
事
前
に

指
定
し
た
日
に
ま
と
め
て
支
払
わ
れ

る
給
与
等
で
す
。
役
員
賞
与
は
、
基

本
的
に
事
前
確
定
届
出
給
与
と
し
て

支
払
い
ま
す
。

　

役
員
賞
与
は
原
則
と
し
て
損
金
算

入
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
事
前
に
「
事

役員給与
損金算入するための
支給要件を中心に　
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給
与
の
一
つ
で
す
。

　

し
か
し
、
業
績
連
動
給
与
を
支
払

う
に
は
、
定
め
ら
れ
た
指
標
を
基
に

報
酬
額
を
算
定
し
、
有
価
証
券
報
告

書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た

め
、
株
式
を
公
開
し
て
い
な
い
非
上

場
会
社
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

４　

ま
と
め

　

以
上
、
定
期
同
額
給
与
と
事
前
確

定
届
出
給
与
の
適
用
要
件
を
み
て
き

ま
し
た
。
税
務
上
、
役
員
賞
与
は
か

ね
て
よ
り
利
益
処
分
の
一
つ
と
み
ら

れ
、
ま
た
利
益
調
整
の
手
段
と
し
て

利
用
さ
れ
や
す
い
側
面
が
あ
る
こ
と

か
ら
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
て
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
事
前
確
定

届
出
給
与
に
つ
い
て
は
特
に
適
用
要

件
が
厳
し
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

業
績
予
想
や
資
金
繰
り
を
事
前
に
し

っ
か
り
検
討
し
、
適
切
に
活
用
す
れ

ば
、
法
人
の
利
益
確
保
に
貢
献
す
る

と
い
う
役
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向

上
に
つ
な
が
る
有
用
な
も
の
と
な
り

ま
す
。

前
確
定
届
出
給
与
に
関
す
る
届
出

書
」（
以
下
「
事
前
届
出
書
」
と
い
い

ま
す
。）
を
税
務
署
に
届
け
出
る
こ

と
に
よ
っ
て
損
金
算
入
が
可
能
と
な

り
ま
す
。

　

事
前
届
出
書
の
提
出
期
限
は
、
原

則
と
し
て
「
株
主
総
会
等
の
決
議
に

よ
り
そ
の
定
め
を
し
た
場
合
に
お
け

る
そ
の
決
議
を
し
た
日
か
ら
１
か
月

を
経
過
す
る
日
」
と
「
そ
の
会
計
期

間
開
始
の
日
か
ら
４
か
月
を
経
過
す

る
日
」
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
早
い
日

で
す
。
ま
た
、
臨
時
改
定
事
由
が
生

じ
た
こ
と
に
よ
り
事
前
確
定
届
出
給

与
に
関
す
る
定
め
を
し
た
場
合
や
、

事
前
確
定
届
出
給
与
に
関
す
る
定
め

を
変
更
す
る
場
合
な
ど
は
、
別
途
、

提
出
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す（
表

１
参
照
）。

【
ポ
イ
ン
ト
】 �

　

事
前
確
定
届
出
給
与
は
、
損
金
算

入
の
た
め
の
適
用
要
件
が
厳
密
で
、

事
前
届
出
書
に
記
載
し
た
支
給
日
に

記
載
し
た
通
り
の
金
額
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

も
し
事
前
届
出
書
記
載
の
支
給
額

と
実
際
の
支
払
額
が
異
な
る
場
合

は
、
そ
の
支
払
は
事
前
確
定
届
出
給

与
に
該
当
せ
ず
、
損
金
算
入
が
否
認

さ
れ
ま
す
。
特
に
、
複
数
回
の
支
給

を
事
前
届
出
書
に
記
載
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
と
異
な
る
支
払
を

し
た
場
合
は
表
２
の
と
お
り
、
届
出

期
間
中
の
全
て
の
支
払
に
つ
い
て
損

金
算
入
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
。

⑶
　
業
績
連
動
給
与

　

定
期
同
額
給
与
と
事
前
確
定
届
出

給
与
の
他
、
会
社
の
利
益
に
応
じ
て

支
払
わ
れ
る
業
績
連
動
給
与
も
役
員

【参考資料】
国税庁
タックス
アンサー
No5211
「役員に対
する給与」

表1　事前届出書の提出期限
１　原則（①又は②のうち、いずれか早い日）注

① 株主総会の決議によりその定めをした場合、その決議をした日から1か月を経過する日
② その会計期間開始の日から4か月を経過する日
２�　臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合（③又
は④のうち、いずれか遅い日）

③ 上記①又は②のうち、いずれか早い日注

④ 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日
３　既に事前届出書を提出している法人が事前確定届出給与に関する定めを変更する場合

⑤ 臨時改定事由があった場合、決議をした日から１か月を経過する日と直前届出に係る
給与の支給の日の前日とのいずれか早い日

⑥ 業績悪化改定事由があった場合、変更に関する株主総会の決議をした日から1か月を
経過する日

注　新設法人はその設立後2か月を経過する日 

表２　事例・3月決算法人　役員Aに対して 10 月・3月に賞与を支給
2024.4.1 2024.6.25 2024.10.15 2025.3.15 2025.3.31

事前届出書 事業年度開始 株主総会 A に対する A に対する 事業年度終了

第 1 回賞与 第 2 回賞与

記載事項 200 万円 200 万円

実際の支給 100 万円 200 万円

損金不算入額
100 万円 200 万円

《損金不算入とされる理由・全ての支給が定めどおりに行われていない》
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　親子間や夫婦間で、生活費に充てるため
に財産を贈与することがありますが、通常
必要と認められるものについては扶養義務
の履行として贈与税は発生しません。ここ
でいう生活費は、その人にとって通常の日
常生活に必要な費用をいい、次の妊娠・出
産・子育てに関する費用はこれに含まれま
す。
１　妊娠に関する費用：不妊治療、妊婦健

診、妊娠に起因する疾患の治療、医薬品
に要する費用など
２　出産に関する費用：分べん費、入院費、

検査・薬剤料、処置・手当料、その他出
産のための入院から退院までに要する費
用、出産に起因する疾患の治療・医薬品、
産婦健診・産後ケアに要する費用など
３　子育てに関する費用：受贈者の子の治

療、予防接種、乳幼児健診、医薬品、入
園料、保育料、施設設備費、その他育児
に伴って必要な費用など

KEY WORD  
妊娠・出産・子育て費用と贈与税

　江戸時代の税金は年貢が中心で、江
戸幕府は全国各地の幕府領から年貢米
を徴収し、江戸に運んでいました。元
和6（1620）年に、幕府は日本最大の
米蔵を設置しましたが、それは次のう
ちどれでしょうか。
①　本所御

お

蔵
くら

②　竹橋御蔵
③　浅草御蔵

【解説】 �
　江戸幕府最大の米蔵は「浅草御蔵」です。
元和6（1620）年、浅草御蔵は隅田川の西
岸に設置されました。その敷地面積は2万
坪（東京ドーム1.4個分）以上もありました。
収納量は30万石から50万石もあったと言
われています。現在、この地域は「蔵前」
と呼ばれています。

　浅草御蔵のほかにも、幕府の米蔵はあり
ました。享保19（1734）年には、本所御
蔵が新設されました。本所御蔵には、10
万石から20万石ものお米が詰められてい
ました。このほか、代官町や竹橋、浜など
にも米蔵がありました。江戸時代中期に、
これらの米蔵は統廃合され、浅草御蔵と本
所御蔵、竹橋御蔵、浜御蔵が残りました。
　浅草御蔵のお米は、主に武士の給料とし
て使われました。春・夏・冬の年3回、旗
本や御家人といった幕臣に支給されました。
給料日には、武士たちが御蔵の役所へ押し
寄せて、順番を待ちました。ここで、何百
俵もの米俵を渡される武士もいました。し
かし、大都市の江戸で生活する上では、お
金が必要です。そのため、大量のお米を受
け取って、運送し、換金するという大変な
手続を行う必要がありました。こうした事
情から、これらを代行する札差（ふださし）
という商人も登場しました。
�  正解は、③浅草御蔵でした。
� （出典：税務大学校税務情報センター）

税 金 ク イ ズ

　
臨
時
的
、
偶
発
的
な
収
入
で
対
価

性
の
な
い
次
の
よ
う
な
も
の
は
、
一

時
所
得
と
な
り
ま
す
。

・
懸
賞
や
福
引
き
の
賞
金
品

・
競
馬
や
競
輪
の
払
戻
金

・
生
命
保
険
の
一
時
金
や
損
害
保
険

の
満
期
返
戻
金

・
法
人
か
ら
贈
与
さ
れ
た
金
品
（
事

業
の
取
引
先
か
ら
贈
与
さ
れ
た
金

品
は
事
業
所
得
に
な
り
ま
す
）

・
遺
失
物
拾
得
者
や
埋
蔵
物
発
見
者

の
受
け
る
報
労
金
等

　
一
時
所
得
は
、
継
続
的
に
生
ず
る

所
得
に
比
し
て
担
税
力
が
弱
い
こ
と

か
ら
、
超
過
累
進
税
率
の
適
用
緩
和

が
図
ら
れ
て
お
り
、
課
税
対
象
と
な

る
金
額
は
、
特
別
控
除
額
（
最
高

50
万
円
）
を
控
除
し
、
さ
ら
に
そ
の

2
分
の
1
の
金
額
を
他
の
所
得
の
金

額
と
合
計
し
て
、
納
め
る
税
額
を
計

算
し
ま
す
。

　
な
お
、
宝
く
じ
の
当
せ
ん
金
、
心

身
に
受
け
た
損
害
に
対
す
る
賠
償
金

や
慰
謝
料
な
ど
は
非
課
税
で
す
。

一
時
所
得
と
な
る
も
の


